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ＪＲ四国労組は、２月１３日に申し入れた「賃金引き上げ」「労働時間の短縮及び

制度改善」「一時金の要求」について本日団体交渉を行い、主旨説明を行った。 

 

＜組合からの申し入れ内容＞ 

【申第１１号 「２０２４年４月１日以降の賃金引き上げ」について】（別紙１参照） 

１ ２０２４年４月１日以降の基準内賃金を、組合員（社員）一人当たり、純ベア

として１０，０００円引き上げられたい。 

２ 新賃金の配分については、原資確定後、別途配分要求に基づいて解決を図られ

たい。 

３ 回答指定日については、別途申し入れる。 

 

【申第１２号 「労働時間の短縮及び制度改善」について】（別紙２参照） 

 

【申第１３号 コロナ禍の克服とこの間の労苦に報いる「一時金」の要求について】 

（別紙３参照） 

＜組合からの主旨説明（要旨）＞ 

［賃金引き上げ］ 

◆コロナウイルス感染症が確認され４年の月日が経過した。ＪＲ四国を取り巻く経

営環境はコロナ禍による社会変容も相まって依然として厳しいものの、第３四半

期において、連結営業収益がコロナ禍前の２０１９年度と同水準となり、期末決

算も黒字となる見込みが発表された。  
◆この成果は、組合員が会社を信じ、この間もこれまでと同様に、日夜「安全･安定

輸送」を第一義に公共交通機関に従事するキーワーカーとしての責任感と使命感

を持ってそれぞれの職場で直向きに業務に取り組んだ努力の賜物である。 

◆一方で、昨春闘において賃金改善を実現したものの、組合員の暮らしは物価高騰

の影響が依然大きく、可処分所得が目減りするなど我慢の限界を迎えつつある。 

 

「継続的な人財への投資」を求める 

「 」をスタート！！ 

人財の確保・定着と離職防止に向け 
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◆加えて、離職に歯止めがかからず、会社に残って尽力する組合員に対しては、業

務面での負担が増大し更なる離職に至るといった負のスパイラルを招いている。

もはや「人財の確保・定着」は最大の経営課題であることを強く意識しなければ

ならない。 

◆ＪＲ四国労組では、労使一丸となり「長期経営ビジョン２０３０」の達成に向け、

労働組合の立場から「ユニオンビジョン２０２３」を策定し、組合員に対し明る

い将来展望を切り開く絵姿を示してきた。 

◆ＪＲ四国グループが、今後も社会的使命を果たすためには、優秀な人材が意欲高

く働き続けられる環境の整備が不可欠。会社には、経済・社会のステージ転換と

なるよう「未来づくり春闘」の意義を十分に理解し、人財の確保・定着と離職防

止に向け継続的な「人への投資」を強く要請する。 

 

［労働時間の短縮及び制度改善］ 

◆５５歳以降の基本給の支給率が下がるが、その年代の組合員は責任の重い業務を

任され、昨今の晩婚化で家計も大変な時期。モチベーションの低下に繋がるほか、

若手・中堅層の将来不安も惹起している。エキスパート組合員の処遇改善、定年

延長の議論とともに、人事賃金制度について早急に改善を図るべきである。 

◆昨今、地元志向が強まっており、転勤が離職の要因となっている。引っ越し時の

違約金や寮費等の経費負担軽減策を拡充させるとともに、エリア採用等希望勤務

地で働くことができるような制度を導入すべき。 

◆ＪＲ四国グループ全体で労働力確保をできる様、働き過ぎないことを前提に、経

験者を他職場、グループ会社において業務できる制度を創設されたい。 

◆生き生きと働き続けるために、ＪＲ他社と比較してもまだ低位にある年間休日数

の増加に取り組まれたい。あわせて、乗務員行路については、現行の列車体系に

おいては、労働時間捻出のため、拘束時間が長時間となる傾向にあり、離職の原

因となっている。拘束時間の短縮に資する様、１日平均労働時間の短縮に取り組

まれたい。 

◆手当に頼らない賃金体系が必要な一方で、必要な手当の新設・拡充を求める。特

に、工事監督や指令・信号扱い業務、企画・管理業務といった責任の重い業務等

には適切な手当を支給すべき。 

◆物価上昇に鑑みれば、扶養手当や通勤手当を改善すべきであり、またＪＲ四国で

働くメリットが感じられるよう特急列車の乗車特認も広く適用すべき。 

◆エキスパート社員の期末一時金の支払額に乗じる係数は、このコロナ禍の奮闘を

鑑みても撤廃されて然るべきである。 

◆契約社員がいなければ、現場人財の育成が成立しない状況にある。見習いの教育

手当や無期雇用契約に転換した準組合員の退職金制度もモチベーションの維持に

は重要である。 
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［一時金の要求について］ 

◆２０１９年に始まったコロナウイルス感染症は社会生活・経済活動を一変させ、

その影響は３年半続き、未だ完全回復には至らない。  
◆ＪＲ四国グループは政府からの要請等もあり、収入水準が過去最低となる等、甚

大な影響を受けた。その様な状況下においても、組合員は職場を超えて協力し１

本の運休も出すことがなかった。 

◆今般、２０２４年度決算が４期ぶりの黒字見込となったが、この成果はコロナ禍

という極めて厳しい経営環境下においても会社を信じ、耐え忍び、組合員が一丸

となって積み上げた努力の賜物である。よって、一時金を要求するとともに、コ

ロナ禍を耐えた組合員に対する会社からのメッセージとして、誠意ある回答を要

請する。 

 

＜主旨説明に対する会社の考え方＞ 

まずは、コロナ禍における組合員の各職場での精励について、感謝申し上げる。

今日頂いた貴側の要求主旨を踏まえ、次回以降詳細を議論・検討していくこととな

るが、会社としても連続性が重要だと認識している。やはり「人材の確保」を最優

先に考えながらも、賃金引き上げについては、長期人件費への影響を慎重に見る必

要もある。今回は、一時金の要求も含めて、経営体力や社会的趨勢を見極めながら

検討していく。 

  

  なお、申第１２号のうち以下について、会社から回答が示され議論を行った。 

５ 即戦力となる人財確保の観点から、やむを得ない理由により退職した社員に対する

再雇用制度の退職事由及び退職後の年数に対する要件を撤廃されたい。 

  

＜会社回答＞  

別紙４（当社を退職した社員に対する再雇用制度の新設について）のとおり 

 

＜主な交渉内容＞ 

組 合：今回の制度では、対象が勤続年数１年以上とある。元の制度は育児や介護

等の条件で退職し、５年以内に復職という要件があったが、今回なぜ変わ

ったのか。 

会 社：元の制度は、離職のタイミング等含め、ある程度知識・技能を保有してい

る人物を対象としていたが、人材確保の観点から今回の内容となった。過

去に遡り離職した方のうち、６０歳未満の方を対象と考えている。 

組 合：どのよう周知していくか。 

会 社：採用のＷｅｂページを作成する想定。また、プレスリリースについては、

今後検討する。 
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24 ３６条協定における時間外労働時間を抑制させるとともに、月４５時間を超えた場

合の割増率を２００／１００とされたい。 

 

＜会社回答＞ 

３６協定における時間外労働について、２０２３年度の実績では２０２４年１月末現

在で３９名が３６０時間を超えています。さらに、過去３ヶ年度においては、年間３６０

時間を超える者が、２０２２年度は９８名、２０２１年度は７３名、２０２０年度は５８

名います。なお、会社として、これまで時間外労働の削減に向け各種施策に取り組んでき

ましたが、これらの実状及び現在の厳しい要員事情を考慮すれば、現行程度の時間外労

働は、業務遂行上不可欠であると考えております。 

現在、社内では業務の部外委託や組織改正による業務体制の見直しのほか、不要な業

務の削減徹底や業務の平準化を図るなど、時間外労働の削減に向けた様々な取組みを行

っております。また、時間外労働の削減に向けては人材の確保も極めて重要となること

から、採用活動の強化をはじめ、直近ではエンゲージメントサーベイを実施し、組織にお

ける課題の優先順位を明確化する取組みも開始しております。 

今後もこれらの取組みを深度化することで、引き続き時間外労働の削減に努めるとと

もに、長期経営ビジョン２０３０に掲げる「生き生きと働ける職場づくり」の実現に向け

取り組んでまいります。 

なお、月４５時間を超えた場合の割増率を改定する考えはありません。 

 

＜主な交渉内容＞ 

組 合：昨年の同時期と比較すると年３６０時間超の者が増えており、非常に遺憾。

超勤そのものは理解するものの、何らか改善をしないと、要員がいないな

かでは、超勤時間が自ずと増えていく。超勤時間が多い系統等や、年休の

取得状況はどうか。 

会 社：松山高架事業に関連する工務系統や、営業系統において、コロナ禍が収ま

りイベント対応や、団体旅行等の取り扱いにより増加が見られる。 

    年休取得数が年５日に満たない者は１月末現在６７名おり昨年からは減少

している。内訳として、１年目の社員が多く、引き続き職場を通じて取得

を慫慂する。 

組 合：超勤削減に取り組むにあたり、主管部との連携が重要。特に先般の経営協

議会で出たような支援策や工期の取り扱いへの対応等、経営判断が必要な

事項について、現場からは声を上げにくいため、現状把握をしっかり行い

決断することが重要。 

会 社：引き続き、現状を把握しつつ、業務の削減・平準化や部外委託、業務執行

体制の見直しに取り組むとともに、採用活動の強化、エンゲージメントサ

ーベイの活用など人材の確保にも取り組む。 
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 また、賃金制度の一部改正について、会社側から提案があり、これについて議論

した。 

 

〈会社側からの提案〉 

 【賃金制度の一部改正について】別紙５参照 

 

＜主な交渉内容＞ 

組 合：減額部分については、変更はないという理解でよいか。 

会 社：変更はない。頑張った人が引き続きモチベーション高く業務に取り組むこ

とができる様、評価・コミュニケーションをより活発に行っていく。 

 

 あわせて、「公募型人事異動」（別紙６参照）について、会社から説明があり、こ

れについて議論した。 

＜主なやりとり＞ 

組 合：今回の提案は申第１２号４（社内ＦＡ制度）に対する回答ではないものの、

一定の前進と受け止める。一方で、業務内容が「専門性の高い担当業務」

とされており、組合員から意見のある例えば「運転士をやりたい」といっ

たような転換は想定されないため、今後の対象業務の拡充を求める。 

会 社：今回はあくまで制度化を想定しておらず、このような説明となった。今後

も専門性が高い業務を対象としており、人事異動で配属となるよりも、や

る気のある人財を集めて高い成果に繋げるとともに、離職防止にもつなが

ることを期待する。 

 

 【申第１２号（抜粋）】４ 組合員が向上心を持って能力を最大限発揮できるようキャリア転

換制度の拡充や社内ＦＡ制度等を創設されたい。 

 

団体交渉終了後、業務対策委員会を開催し、人財の確保・定着に資する「継続的

な人財への投資」を実現し、賃金や労働条件を『働きの価値に見合った水準』に一

歩でも近づけるために、引き続き交渉を強化していくことを確認した。  

なお、「当社を退職した社員に対する再雇用制度の新設について」、及び次年度の

「３６協定」の締結については、会社に対し引き続き時間外労働時間の抑制に向け

取り組むことを要請し、本日１７時に妥結した。 

 

以上 
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当社を退職した社員に対する再雇用制度の新設について 

 

2 0 2 4 年 ２ 月 

Ｊ Ｒ 四 国 

 

 当社を退職した社員に対する再雇用制度（カムバック制度）を以下のとおり新設する。 

 

 

１ 対象者 

  休職期間（出向休職を除く。）を除き、採用から勤続１年以上で当社を退職した社員の

うち、再雇用を希望する者。ただし、応募時点で 60 歳未満である者に限る。 

 

２ 入社時期等 

  入社時期は通年とし、入社にあたっては選考を実施する。 

 

３ 基本給等 

  退職時の等級、号俸等を基本に、退職後の職歴やスキル等を考慮し、個別に決定する。 

 

４ 退職手当 

  再雇用制度を適用後に退職する場合の退職手当については、当該再雇用後の勤続期間

によるものとする。 

  ただし、この場合の退職手当支給率は、すでに支給を受けた退職手当の支給率との合

計で 60.0 を上限とする。 

 

５ 年次有給休暇等 

  退職時に有効な年次有給休暇の残日数及び退職時に保有していた保存休暇の累積日数

については、再雇用後に引き継がない。 

 

６ 勤続期間等 

年次有給休暇の付与、病気休職の取扱い、永年勤続表彰の選考基準、その他勤続期間

に関する取扱いについては、当該再雇用後の勤続期間によるものとする。 

 

７ 昇職及び昇格等の取扱い 

各資格試験合格者は再雇用後も合格者として取り扱うこととする。 

なお、指導・技術職試験、主任職試験及び管理者等資格試験における筆記試験免除の

取扱いは、再雇用後に引き継がない。 

 

８ 実施時期 

  2024 年 4 月 1 日 

 

９ その他 

  その他の取扱いについては、通常の採用における取扱いと同様とする。 

なお、この取扱いの実施に伴い、「やむを得ない理由により退職した社員に対する再雇

用制度」については、2024 年３月 31 日をもって廃止する。 

 

別紙４



 

 

賃金制度の一部改正について 

 

2024 年２ 月 

Ｊ Ｒ 四 国 

 

 標題について、社員及びエキスパート社員の賃金制度を、以下のとおり一部改正する。 

 

１ 期末手当及び期末一時金の（増額）の取扱いの改正 

 成績率（増額）は、調査期間内における勤務成績に応じて 100 分の 20 以内を増率する

ものとし、その単位は 100 分の５とする。 

 

２ 実施時期 

  2024 年 4月１日 
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公募型人事異動「Job-Challenge（ｼﾞｮﾌﾞ-ﾁｬﾚﾝｼﾞ）」の実施について 

 

2 0 2 4 年 ２ 月 

Ｊ Ｒ 四 国 

 

 以下のとおり、社内公募型の人事異動「Job-Challenge（ｼﾞｮﾌﾞ-ﾁｬﾚﾝｼﾞ）」を実施する。 

 

 

１ 目的 

これまで以上に社員を適材適所へ配置することにより、チャレンジ意欲に富んだ社員

を育成するとともに、働きがいの創出や離職防止につなげる。 

 

２ 対象者 

  社員（募集案件により採用区分、年齢などは異なる） 

  ただし、休職中（出向休職を除く）の者、および４月１日時点で１年以内に人事異動

のあった者は除く。 

 

３ 公募業務 

  専門性の高い担当業務 

 

４ 公募箇所での就業期間 

募集担務により異なるが３年程度とする。 

  ※なお、新箇所に異動後も将来において業務上の必要性や業務遂行状況によっては、

他箇所へ異動する場合もある。 

 

５ 開始時期 

  2024 年６月１日付発令より（以降、毎年６月１日付発令に合わせて実施する） 

 

（参考）公募スケジュール（毎年） 

～１月下旬  公募案件の決定・応募要項等作成 

  ２月下旬～３月中旬  示達～募集 

  ３月中旬～３月下旬  選考（書類選考、面接） 

  ４月上旬       人選決定・合否発表・後任調整 

  ５月中旬（１４日前）  異動内命（６月１日付） 

 

別紙６


